
社会福祉法人福岡市民生事業連盟　ケアタウン茶山　料金表(小規模)

★介護保険の給付対象となるサービス(１か月定額制)

要介護度区分 単位/月 1か月の料金※ 1割負担額 2割負担額 3割負担額

要支援１ 3,403 35,901円 3,591円 7,181円 10,771円

要支援２ 6,877 72,552円 7,256円 14,511円 21,766円

要介護１ 10,320 108,876円 10,888円 21,776円 32,663円

要介護２ 15,167 160,011円 16,002円 32,003円 48,004円

要介護３ 22,062 232,754円 23,276円 46,551円 69,827円

要介護４ 24,350 256,892円 25,690円 51,379円 77,068円

要介護５ 26,849 283,256円 28,326円 56,652円 84,977円

※1か月の料金＝要介護度の単位数×10.55(地域区分加算)　※端数切捨て

★適用される加算

加算項目 負担額

初期加算 32円/日

(Ⅰ)844円/月

(Ⅱ)528円/月

(Ⅰ)950円/月

(Ⅱ)739円/月

(Ⅲ)507円/月

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

※認知症加算はご利用者の状態によって選択

★介護保険の給付対象とならないサービス

項目 負担額

食費(朝食) 280円

食費(昼食) 550円

おやつ 70円

食費(夕食) 550円

宿泊費 2,000円

理美容代 実費

ほか行事・レク等でかかる費用 実費

介護職員のうち介護福祉士・常勤職員等の割合で生じる加算

介護職員の処遇改善を行った場合につく加算

加算要件

利用を開始した日から30日間追加される加算

認知症加算※
日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M(Ⅰ)の場合につく加算

要介護2で日常生活自立度(Ⅱ)の場合につく加算

看護職員配置加算

常勤看護師1名以上配置した場合につく加算

常勤の准看護師1名以上配置した場合につく加算

看護職員を常勤換算方法で1名以上配置した場合に加算


